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　労働基準法第１５条によれば，使用者は労働

者を採用した場合には一定の労働条件を必ず

明示しなければなりません（違反者は３０万円

以下の罰金）。

　平成１１年４月施行の改正労働基準法によ

り，雇入れ時における労働条件の明示につい

て，次に掲げる事項に関しては書面による交

付が必要とされています（就業規則の交付な

どで明らかな場合を除く）。

①　労働契約の期間

②　就業場所・従事業務

③　始・終業時刻，所定外労働時間を超える

労働の有無，休憩時間，休日，休暇，就業

時転換に関する事項

④　賃金（退職手当・臨時の賃金を除く）の

決定・計算・支払方法，賃金の締切・支払

いの時期

⑤　退職・解雇

　また，現在厚生労働省では，労働契約終了

のルールおよび手続きの整備（解雇ルールの

法制化）について審議がなされていますが，

その中では

「使用者が労働契約の締結に際し書面の

交付により明示すべき労働条件として，

「退職に関する事項」に「解雇の事由」が

含まれることを明らかにすること。」

等が挙げられ，労働契約の終了等に際して発

生するトラブルを防止するという観点から労

働契約内容のさらなる明確化が求められてい

ます。

　このことは当然パートタイム労働者を雇用

する場合も同様ですが，パートタイム労働者

の労働契約締結時の実態としては，前記のよ

うなことは守られていない場合が多く，後々

にトラブルを生ずることも多いようです。

　以上のような観点から，正社員，パートタ

イム労働者を問わず，労働者を採用する時は

「雇用契約書・雇入通知書」を作って使用者と

労働者の双方が労働契約の内容を確認し合っ

ておくことが，雇用関係のトラブルを避ける

ための基本だといえます。

 � （文責　�日本法令企画開発部　菊池　理）
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